
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 居宅介護サービス計画費の支給 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
介護保険法第４６条 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

審査基準が法令に具体的に規定されている。 

 

※別紙のとおり 

審 査 基 準 

設定年月日 
平成１２年４月１日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
平成３０年４月１日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（請求のあった日の翌日から起算して９０日以内） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
平成１２年４月１日 

標準処理期間

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 健康福祉部 長寿支援課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 



別紙 

介護保険法 

（居宅介護サービス計画費の支給） 

第四十六条  

市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者

（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居宅介護支援事業

を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定居宅介護支援」という。）を

受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用

について、居宅介護サービス計画費を支給する。 

２ 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する

地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案し

て厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅介

護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の

額とする。）とする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会

の意見を聴かなければならない。 

４ 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたと

き（当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅

介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。）は、市

町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指

定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介

護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、

当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。 

５ 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービ

ス計画費の支給があったものとみなす。 

６ 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったと

きは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅

介護支援の事業の運営に関する基準（指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限

る。）に照らして審査した上、支払うものとする。 

７ 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画

費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。

この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

８ 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支

援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定

める。 


